
議案第１９４号 

 

川崎市中部身体障害者福祉会館の指定管理者の指定について 

 

 指定管理者を次のとおり指定する。 

 

             令和２年１１月２４日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦        

 

管理を行わせる

公の施設の名称

及び所在地 

指 定 管 理 者 
指 定 期 間 

住 所 名称及び代表者名 

 

川崎市中部 身

体障害者福 祉

会館 

 

川崎市中原 区

小杉御殿町 ２

丁目114番地１ 

 

 

川崎市川崎区

大島１丁目８

番６号 

 

公益財団法人川崎市身体障害

者協会 

理事長 中込 義昌 

 

令和３年４月１日

から 

令和８年３月31日

まで 

 



参考資料 

 

公益財団法人川崎市身体障害者協会の概要 

 

設    立  平成２５年４月１日 

資 産 総 額  １億１，７７３万７，４７１円 

職 員 数  理事９名、監事２名、評議員８名、常勤職員１３名 

目    的  川崎市内の身体障害者に対する援護と福祉に関する事業を実

施するとともに、身体障害者の自立更生と福祉向上に寄与する

ことを目的とする。 

事 業 実 績  ⑴ 身体障害者団体に対する組織活動の推進事業 

         ア 身体障害者福祉大会の開催 

        ⑵ 身体障害者の福祉事業の推進 

         ア ふれあい事業 

         イ 移動支援事業等従事者養成研修事業 

⑶ 地方公共団体からの受託事業の実施及び指定管理事業 

         ア 障害者スポーツ大会の開催 

         イ 福祉キャブ運行事業 

         ウ コミュニケーションの確保等事業 

         エ 生活訓練事業 

         オ スポーツ振興事業 

        ⑷ 身体障害者スポーツ及び文化活動の促進に関する事業 

         ア スポーツ・レクレーション教室の開催 

   ⑸ 障害者・児に関する第２種社会福祉事業 

         ア 地域相談支援センター運営 




